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案

水
産
業
の
体
質
強
化
を
求
め
る
意
見
書

今
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
水
産
政
策
の
改
革
に
と
も
な
い
、
水
産
資
源
管
理
は
こ
れ
ま
で
の
、
再
生
産
を
安

定
さ
せ
る
最
低
限
の
資
源
水
準
を
ベ
ー
ス
と
す
る
方
式
か
ら
、
最
大
持
続
生
産
量
の
概
念
を
ベ
ー
ス
と
す
る

方
式
に
変
更
に
な
っ
た
。

こ
れ
を
着
実
に
実
行
す
る
に
は
、
国
全
体
と
し
て
の
資
源
管
理
基
本
方
針
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
適

切
な
資
源
管
理
に
取
り
組
む
に
は
漁
業
者
に
対
し
漁
獲
量
を
削
減
す
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
漁
業
経
営
の
セ

ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
漁
業
収
入
安
定
対
策
の
機
能
強
化
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
水
産
政
策
の
改
革
で
は
、
Ｉ
Ｕ
Ｕ
（
違
法
・
無
規
制
・
無
報
告
）
漁
業
対
策
や
水
産
物
輸
出
の
促

進
の
た
め
に
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
漁
獲
証
明
の
法
制
化
に
よ

る
流
通
改
善
や
水
産
物
の
消
費
拡
大
が
必
要
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
漁
業
者
ら
が
安
心
し
て
水
産
改
革
に
取
り
組
め
る
よ
う
次
の

事
項
に
つ
き
、
法
制
化
を
実
現
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

漁
業
収
入
安
定
対
策
の
機
能
強
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
法
整
備
を
行
う
こ
と
。

二

水
産
物
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
を
推
進
す
る
た
め
に
漁
獲
証
明
に
係
る
法
整
備
を
行
う
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

令
和
元
年
十
月
三
日
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